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図：遠隔医療、オンライン診療、オンライン受診勧奨、遠隔健康医療相談の関連 
 
 

 

 

オンライン診療  

オンライン受診勧奨 

（具体的疾患にり患している旨の伝達や 

医薬品の処方等は行わない） 

遠隔健康医療相談 

（医師以外が行うことも可能） 

 

 

 

 

※太枠内が本指針の対象   

医師－患者間（D to P） 

診断等の 

医学的判断 

を含む 

医師－医師間 

（D to D）等 

一般的な 

情報提供 

遠隔医療 

tsubo
線


